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国保広域化に対して大阪でなにを主張するか 

 2015.8.21 大西 

 

国保「広域化」＝国保の根本問題の解決に背を向けたまま、市町村国保を「都道府県単位」

に寄せ集め、都道府県の監視のもとで住民負担増や収納対策、医療費抑制を推進す

ることがねらい。国・府・市町村での連携したたたかいが求められている。 

 

１ 医療保険制度改革関連法（２０１５年５月２７日成立）（Ｐ１） 

 

（１）現在確認されている方向（「基盤強化に関する国と地方の協議」→Ｐ２～３） 

①平成３０年度から、都道府県が市町村とともに国保運営を担う。都道府県が国保

の財政運営の責任主体となる 

②都道府県は、市町村ごとの「標準保険料率」と「納付金」（分賦金）額を示す。「納

付金」額決定にあたっては市町村ごとの医療費水準、所得水準を反映する。 

③市町村は、「標準保険料率」を参考に保険料率を定め、「納付金」を都道府県に納

める 

④毎年３４００億円の「財政支援」（うち国負担増は６００億円程度＝消費税増税

分から） 

 

（２）今後のスケジュール（Ｐ４） 

 

（３）すでに「全医療費『共同安定化事業』化」（平成２７年度～） 

  ○各市町村は拠出割合におうじて国保連合会に拠出金を出す 

    →各市町村の医療費は国保連合会から必要に応じて交付（Ｐ５） 

  ○市町村からの拠出割合 

    現在  所得割２５：被保険者割５０：医療費実績割２５ 

   ※ただし激変緩和措置をもうけ、マイナスの影響が出る市町村に対して、平成２７

年度９０％、２８年度７５％、２９年度６０％を府が特別調整交付金でみる。（Ｐ６

～７） 

 

２ 広域化で懸念されること 

 

  ○保険料値上げの恐れ（市町村ごとの保険料→Ｐ８～１１） 

   ・「納付金」の算定基準「市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本」 

   ・「財政安定化基金」で法定外繰入れをやめさせていく 

   ・「標準保険料率」…市町村ごとに定めるとされているが大阪府は一本化に執着（Ｐ

１２） 

  ○市町村独自の減免制度がどうなるか 

  ○広域化に向けた赤字解消の強制→きびしいとりたて、「厳罰」 

   ・すでに大阪府は収納率向上などで調整交付金に差をつけている（Ｐ１３）が、 

   「保険者努力支援制度」（７００億～８００億円・２０１８年度～）など、“がんば

ったところにお金を回す”仕掛けが強化される可能性 

 

  ※市町村国保の現状 

   ・法定外繰り入れ（市町村と府）、累積収支、滞納、資格証・短期証発行数（Ｐ１４
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～１６） 

 

３ 党として大阪の地方議会で何を主張するか 

 

（１）広域化を前提とした加入者負担増、市町村しばりはやめる 

  ○「広域化等支援方針」などによる赤字解消、収納率向上などを市町村・住民におし

つけない（府市） 

  ○府特別調整交付金の交付基準から、赤字解消や収納率向上、医療費抑制、保険料増、

法定外繰入れ抑制などをなくす（府） 

  ○学資保険や児童手当の差し押さえなど、行きすぎた収納対策はあらためる。是正す

るよう市町村を指導する（府市） 

  ○資格証乱発をやめる。短期証の期限は最低６か月にする。改善するよう市町村を指

導する（府市） 

 

（２）広域化しても、府と市町村が自治体本来の役割を発揮し、加入者負担増を防ぐ 

  ○「納付金」の算定にあたっては、市町村ごとの所得や生活、医療の状況におうじて、

市町村の意見を尊重する。保険料値上げにつながる金額をおしつけない（府） 

  ○「標準保険料率」は府内一本化せず、所得や生活、医療の状況におうじて市町村ご

とに示す。均等割、平等割の部分を抑制する。実際の保険料設定では市町村の自主

性を尊重する（府） 

  ○府一般会計から府国保特別会計へ繰入れをおこない、「納付金」を抑制する（府） 

   （例）＊保険料を独自減免する市町村に、一定の基準で「納付金」を減額する。府

独自の減免制度を検討する 

      ＊福祉医療ペナルティを市町村に転嫁することはしない→見直しの動きも 

  ○過大な「納付金」を保険料に転嫁しない（市） 

   ・一般会計繰入れで保険料を抑制する（堀内質問→Ｐ１７～１９） 

   ・独自減免を充実させる 

  ○「財政安定化基金」を加入者負担減に活用できるよう国に求める（府市） 

  ○「保険者努力支援制度」を、医療費抑制や収納強化ではなく、住民の健康増進や加

入者負担減への支援とするよう国に求める（府市） 

 

（３）国保を国保法の精神（社会保障制度）にのっとり再建の軌道に乗せる 

  ○国民の医療を受ける機会を奪うのではなく、検診の推進など早期発見・早期治療、

介護予防、生涯スポーツ振興やルールある働き方で府民の健康を増進するなど、結

果として医療費抑制にもつながる計画をつくり推進する（国府） 

  ○国負担の回復で“払える国保料”にする（国）（Ｐ２０） 

   ・当面、国の責任で年間１人１万円引き下げる 

   ・法定減免を拡充する 

   ・福祉医療ペナルティを廃止する 

  ○窓口負担を当面２割に引き下げる（国） 

  ○非正規労働者の正規化や社会保険加入をすすめる（国） 

  ○大阪のくらしと経済の活性化で国保加入者の所得を増やす（国府） 

 

以上 
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jcp30
テキストボックス
全　国　　  20,955,175   3,606,485     17.2      264,553       1.3    1,143,361       5.5
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189-衆-厚生労働委員会-9 号 平成 27 年 04 月 17 日 

 

○堀内（照）委員 今、いろいろありましたけれども、大臣は一方で、この三千四百億円

の追加公費投入で、一般会計からの繰り入れの必要性は相当程度解消すると考えていると

も述べられております。 

 今、市町村が独自に行っておりますこの一般会計からの繰り入れをやめてしまったら、

これは保険料の軽減につながらないんじゃないでしょうか。 

 

○唐澤政府参考人 一般会計からの繰り入れにつきましての御質問でございます。 

 国保はさまざまな御指摘のような構造的な問題を抱えておりまして、私どもの方は、計

画的、段階的な赤字の解消に取り組んでいただくよう、これまでも市町村の方にお願いを

してまいりました。 

 今回、先ほど大臣からお話がございましたように、三千四百億円の財政支援の拡充を行

うことにしております。このほかに、予期せぬ給付増あるいは保険料の収納不足というこ

とで財源が足りなくなった場合に備えまして、財政安定化基金というものを都道府県に設

置することとしております。また、このほか、保健事業の推進でございますとか、医療費

の適正化等の取り組みも行っていただいて、保険料の適切な設定に取り組んでいただきた

いと考えております。 

 一般会計からの繰り入れにつきましては、これは自治体の判断で御判断いただくことで

ございますので、私どもがこれをどうということは申し上げられませんけれども、今回の

改革によって、さまざまな、三千四百億や基金の設置等をあわせまして国保の財政基盤の

強化を図ってまいりたいと考えております。 

 

○堀内（照）委員 いろいろ言われましたけれども、今、一般会計の繰り入れは三千五百

四十四億円ですね。ですから、その額だけ見ても、保険料軽減ということにはやはりつな

がらないと思うわけです。 

 また、法案では、都道府県が市町村に標準保険料率を示すということになりますが、こ

の標準保険料率というのは、市町村が行っている一般会計からの繰り入れを解消するとい

うことを一方で言われているわけですから、この保険料率には繰り入れというのは反映さ

れるんでしょうか。 

 

○唐澤政府参考人 都道府県の定める標準保険料率でございますけれども、一般会計の繰

り入れ自体は、今現在は市町村の方の御判断で実施をされているものでございますので、

私どもの方は、現在の考え方は標準的な住民の皆さんの負担の見える化を図りたいという

ことで、納付金の算定に当たりましては、一般会計からの繰り入れというものは勘案をせ

ずに算定をしていただきたいというふうに考えております。各市町村が、共通な、基本的

な要素で納付金の算式を示したいということを考えているところでございます。 

 

○堀内（照）委員 これでは、当然、多くのところで現に今被保険者が支払っている保険

料よりも高い額の標準保険料率が示されることになるわけです。保険料はあくまで市町村
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が決めるということで、繰り入れの問題も今独自の判断だという御答弁がありましたけれ

ども、一般会計からの繰り入れの解消、こういうことを示すことによって、都道府県が市

町村に解消せよということを押しつけるようなことは当然あってはならないと思いますけ

れども、それは御確認いただけますか。 

 

○唐澤政府参考人 今回の三千四百億円という規模は、現在の国民健康保険の保険料が約

三兆円でございますので、一割強というような水準の財政基盤の強化をお願いしたいと考

えているわけでございます。 

 したがって、一般会計の繰り入れの現在赤字の対応にはかなり効果を発揮できるのでは

ないかと考えておりますけれども、ただ、今御指摘いただきましたように、一般会計から

の繰り入れをどうするかということにつきましては、それぞれの自治体で御判断をいただ

く。ただ、私どもといたしましては、国民健康保険の健全な運営ということに努めていた

だきたいと思いますが、これを制度によって禁止するというふうなことは考えていないと

ころでございます。 

 

○堀内（照）委員 繰り入れをやめさせるということは一方的にできないということを確

認しておきたいと思います。 

 ならば、この保険料が高過ぎるという住民の声に応えた市町村の努力にこそ国が応える

べきだと思うわけです。この法案の方向は、標準保険料率を示し、将来的な保険料負担の

平準化を進める、一般会計からの繰り入れも解消を目指すような方向だということでは、

保険料の軽減にならないということはもう明らかだと思います。 

 さらに、納付金の問題であります。 

 市町村が都道府県に納める納付金は医療費水準や所得水準を考慮されるとしながらも、

決定された額を当然納めなければなりません。この納付金は、各都道府県がそれぞれ市町

村ごとに決めることになりますけれども、その際、各市町村での保険料の収納率というの

はどのように想定されるのでしょうか。 

 

○唐澤政府参考人 現在私どもが考えております納付金、これは、具体的な仕組みは、今

後、地方三団体も含めて御協議をさせていただいて、また、各都道府県ごとに県と市町村

の間で御協議をしながら最終的には決めていただくものでございますけれども、私どもの

現在の考え方は、これからは都道府県が財政運営の責任を持つ、支払いの責任を持つとい

うことで、そのために必要な資金と費用というものを各市町村から納付金という形で納め

ていただくという仕組みにさせていただきたいと考えております。 

 具体的に納付金の算定方法でございますけれども、現在の考え方は、一つは、その市町

村の医療費の水準を反映するということで、これは、いろいろな保健事業などの御努力を

いただけば、その成果が医療費水準ということで比例的に反映するような形、それから、

他方では、負担能力に応じた負担ということをお願いするという観点から、市町村ごとの

所得水準を反映するということを基本にさせていただきたいと考えております。 

 したがいまして、各市町村の収納率につきまして、納付金に勘案するということは考え

ていないところでございます。 
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○堀内（照）委員 考えていないということですが、都道府県が示す納付金に市町村での

保険料が大きく左右されかねないということは当然あるわけです。市町村の収納率が、市

町村自身がこれは恐らく想定されるということになると思うんですが、その想定より低け

れば、納付金を全額納めるためには、保険料の引き上げか一般財源からの繰り入れかで納

付金を確保するしかありません。 

 しかし、一般会計からの繰り入れがないことが本来のあり方だということであれば、こ

れは保険料を引き上げて徴収するしか道はなくなるわけであります。幾ら市町村が保険料

率を決定するんだといっても、今見てきましたように、標準保険料率のあり方や納付金の

この制度のあり方から見ると、どれも保険料引き上げの圧力になるじゃないかと思うわけ

であります。 

 また、こうした仕組みが、納付金のためにその原資である保険料の徴収強化にもつなが

ったり、滞納者への一方的な差し押さえ等、制裁の強化にもつながりかねないと思います。

大臣の言う保険料の納めやすい環境とはとても言えないと思うわけであります。 

 その上、重大なのは、保険者努力支援制度を設け、都道府県に医療費適正化計画等、医

療に要する費用の目標を定めさせることと一体に、国保の財政運営を握った都道府県が医

療費抑制策に乗り出すということになっていることであります。こんなことは絶対に認め

られないと指摘をして、次の問題に移りたいと思います。 
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